
平成 22 年度 第四回 新宿区地球温暖化対策専門部会（平成 22 年 8 月 24 日） 
 
 検討概要：実行計画の目標設定・基本方針の考え方に関する議論、施策体系・重点施策につ

いての議論、第 3 回専門部会資料への追加及び修正事項に関する報告 
 
１．実行計画の目標設定・基本方針の考え方について 

(1) 削減目標設定時の状況認識（真水で考えるのか、排出権取引をどうするかなど）を計画書
に明記していくことが必要である。（会員） 

(2) 東京都の制度に該当する大規模な事業者や自主的なボランティアなどが行っている排出
量取引や電力証書などを新宿区内の活動とするのか否かを検討する必要がある。（部会

長） 
(3) 東京都が排出削減義務に運輸からの排出も盛り込む方針であり、このことも考慮する必要
がある。(会員) 

(4) 自動車の二酸化炭素排出量は通過交通も対象としているのであれば、新宿区民だけではな
く、新宿区を通過する人（新宿区民以外の人）にも施策のアピールが必要である。（会員） 

(5) 高効率給湯器、燃料電池などの分類は再生可能エネルギーとするが、今後も変更が予測さ
れる。（会員） 

(6) 目標設定は 2015 年、2020 年、2050 年とする。（部会長）  
(7) 目標値については、現時点での数値の考え方を整理しておき、見直しに反映できるようバ
ックデータを整理しておく必要がある。（部会長） 

 
２．施策体系・重点施策について  

(1) 対策の難易度の整理が必要である。（会員） 
(2) 施策をいくつも並べるのではなく、新宿区の目玉施策が必要である。(会員) 
(3) 新宿区全体として目標を達成しなければならないので、施策の積み上げは必要である。

(区) 
(4) 新宿区の存在感をアピールする、先進的な独自の施策が必要である。(会員・部会長) 
① 新宿駅西口のビル建替え時におけるエコな建物への切り替え（会員） 
② 東京ガスや東京電力と協働した、協議会を通じての西新宿における地域冷暖房の効率化

（区） 
③ 伊那市とのカーボンオフセット（区） 
④ 新宿御苑を活用したヒートアイランド対策のまちづくり（区） 
⑤ 新宿区の広報紙を活用した、高齢者にもわかりやすい区内のイベント情報の発信（会員） 
⑥ 高層ビル群、新宿駅、歓楽街、テナントビル・雑居ビル、大きな看板を載せた宣伝車な

どの対象ごとの施策（プロジェクト）の打ち出し 
⑦ ライフスタイルの深夜化に対する施策（会員） 
⑧ 鉄道に関する情報発信、エコカーの充電場所などの情報提供（会員） 
⑨ 「新宿区エネルギーコミュニケーター制度」を通じた他企業との連携、高効率の省エネ

機器の購入の促進（会員） 
⑩ Switch・Station 東京の活用（会員） 

(5) 単体の施策を組み合わせることで効果が得られるのではないか。（部会長） 
(6) 大学や企業と連携し長期的なビジョン検討に当面２～３年かけて取り組むことにより、新
宿区の能力の洗い出しやコンソーシアムの形成を行ってはどうか。（会員） 

(7) 新宿区には企業の本社や大学があり、それらの知識を引き出すしかけを区が行っていく必
要がある。（部会長）  



(8) プロジェクトから施策のメニューだしをおこなってはどうか。（部会長） 
(9) PDCA のなかでも特にチェック機能を働かせることが重要である。（会員） 
(10) 運輸部門に関して、新宿区民に対する施策と国や都の施策を分けて考える必要があり、
計画書の対象をどこまで含めるか明確にする必要がある。（会員・部会長） 

(11) 在住者による太陽光発電設置や通過交通に対する施策など区としてどこで削減してい
くのかを明確にする必要がある。（部会長）  

(12) 2020 年の新宿区の将来都市像をどのように捉えるか明確にする必要がある。（部会長） 
(13) 新宿区で働いていることが誇りになるような取組みが必要である。（部会長）  
(14) 計画書制度については、東京都の制度と重複することのないよう、出来るだけシンプ
ルな制度設計が必要である。（会員） 

(15) 環境基本計画にある東京都の施策以上のことを新宿区が行えばよいのではないか。（会
員） 

(16) 東京ガスや東京電力による提案型の施策について、重点施策の一つとして検討してい
く。（部会長・区） 

(17) 地域冷暖房の都市計画等の規制への対応は、まちをつくるという観点から東京都や新
宿区などに協力を仰いでいく予定である。（会員） 

(18) 区民の協力を得られるしくみであることが重要である。（部会長）  
(19) 区のみではなく、企業や大学などと連携していくことを強調する必要がある。（部会長） 
 
３．その他について 

(1) 10 月に行われるパブリックコメントに活かせるものにする必要がある。（部会長） 
(2) 10 月中に専門部会を行い、事前に部会員に資料を送っておく。（区） 

 
以上 


